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軸与の支嵐零

老弥{ル名】

,0所轄税務署長等
給与の支払者の所在地等の所轄税務署長とあなたの住所地等の市区町村
長を記舳Lます。

ー・●給与の支払者の法人(個人)番号
この申告書を受理した給与の支払者が、給与の支払者の個人番号又は法
人番号を付記するため、あなたが記載する必要はありません。
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2 源泉控除対魚配偶者、控除対魚扶養親族の記入
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-OA 源泉控除対叡配偶者
あなた(令和7年中の合計所得金額の見秡頴が900万円以下の人に限り
ます。)と生計をーに,る配偶者(青色事業専従者として給与の支払を
受ける人及ぴ白色事業専従者を除きます。)で令オロフ年中の合計所得金
額の見積額が95万円以下の人について記載Lます。
なお、年末調整において、配鶴者(特別)控除の適用を受けるには、この欄の
記載の打無に則わらず「給ぢ・所得者の配偶者控除等申告割村の捉出が必饗です。

一●B 控除対象扶養親族
汰の扶養親族について記載します。
イ居住老のうち、年齢16歳以上の人(平成訟年1月1日以前に生まれた人)
口非居住者のうち、汰のいずれかに該当する人
(イ)年齢16歳以上30歳未満の人(平成8年1月2日から平成22年1月

1日までの聞に生まれた人)
(ロ)年飾0歳以上の人(昭和31年1月1日以前に生まれた人)
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島@あなたの個人番号
あなたの個人番号を記載する必製がありますが、一定の要件の下、個人
番号の記載を饗Lない場合がありますので、船芋の支払者に確認してく
ださい。

島0従たる給与についての扶饗控除等申告嵩の提出
2か所以上から給,の支払を受けている人が、他の給笥・の支払者に「従た
る給与についての扶養控除等申告轡」を提出している場合に0を付けます。
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調えⅡ10■凱ヒ

(ハ)年榔0歳以上70歳未満の人(昭和31年1月2日から平成8年1月
1日までの問に生まれた人)のうち,「留学により国内に住所及び居所を
有しなくなった人」,「障害者」又は「あなたから令和7年中において生
活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受ける人」

襲「扶養親族」とば、あ女たと生計をーにする親族(配偶者、青色亭業専従者
として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で令和7年中
の合計所保金額の見積類が幅万円以下の人をいいます。
女お、児童福祉怯の規定により養青を委託されたいわゆる里子や老人福祉
法の規定により妥護を委託されたいわゆる碇護老人で、あなたと生計をー
にし、令和7年中の合計所得金額の見積額が48万円以下の人も扶養親族
に含まれます。

ト@個人番号
源泉控除対象配偶老及び控除対象扶養親族の個人番号を記載する必要が
ありますが、一定の要件の下、個人番号の記載を要Lない場合があbま
すので、給与の支払者に確認してください。
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,,●老人扶養親族(昭31.1.1 以前生)
控除対急扶養親族が年矧0歳以上_(昭和31年1月1日以前生)の場合
にほ、択のとおりいずれかにチェックを付けます。

,①その人があ女た又はあなたの配偶者の直系尊属で、あなた又はあなたの
配偶者のいずれかと同居を常況としている人であるとき⇔「同居老親等」

②その人が①以外の人であるとき=「その他」

、@特定扶養¥滕(平15.1.2生~平19.1.1生)
控除対象扶養親族が年齢19歳以上23歳朱満(平成15年1月2日~平成19
年1月1日生)の場合に、チェックを付けます。

夢@非居住者である親族
源泉控除対魚配偶者が非居住者で畠る場合には、殉E居住者である親族」
欄に0印を付けます。
控除対象扶養親族が非居住者であり、その非居住者の年齢が16歳以上
30歳未満又は70歳以上である場合にば「非居住者である親族」欄の「16
歳以上30歳未満又は70歳以上」にチェックを付け、30歳以上70歳未満
の場合には、1留学」、「障害者」又は「38万円以上の支払」のうち該当
するいずれかの項目にチニックを付けます。

源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族が非居住者である場合、親族関
係害類の捌寸等が必要です。
上託の「智学」にチェックを付けた場合は、聖学ピザ等書類の添付等が
必斐です。

气

3 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生の記入

●(参考)
①収入が給与所将のみの場合の給与等の収入金額ど所将金額の関係は、

次の表のとおりです(特定支出控除の適用がある場合を除きまナ。)。

陣喜者、鼻甥,
C ひ七リ駅又は
勤労学生

-0同一生計配偶者
同一生計配偶者が一般の障害者、特別障害者叉は同居特別障害者に該当
する場合には、該当tる欄にチェックを付けます。
※「同一生計配偶者」とほ、あ之たと生計をーにする配偶老(青色亭業
専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)

で、令秀Π7年中の合計所得金額の見積額が娼万円以下の人をいいます。

島@扶養親族
扶養親族が一般の障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場
合には、該当する棚にチェックを付けます。
なお、障害者控除の対象となる扶養親族は、腔除対象扶養親族とは異な
り、年齢16歳朱満(平成記年1月2日以後生)の扶養親族も対象となり
ます。

Er障害岩

所得金額調整控除の適用を受ける場合

所悍金額調整控除の適用を受け立い場合

客

唇雪

"罰鳳雲曇

井 卦

②収入が公的年金等に係る雑所得のみの場合の公的年金等の収入金額と
所得金額の関係は、次の表のとおりです。

上●首占t●寧目且U梱に,ユ,,畠""、【)内1:11■点,る載些映颯●A費左皿1、してて心ぎ、1.

ノ

軸与の収入金額

1

卓人

i

65歳未満

1.500.000円

織偶者〔性ヱ

1.030000円

※記糾用が足りない場合は、適宜の様式に記載して、この申告書に添
付してください。

65歳以上

吠卦凱凧口寡燭

,A)口ひ乞り嘱

公的年金等の収入金額

4 住民税に関する事項の記入

11.100.000円

10,950,000円

1.633334円

口助労学生

0住戻税に圏,る剛珊1この棚は.堆方覗生飼45県の3の2及υ凱317轟の3の21こ甚づ官.軸与の支払者モ旺由しτ市区向制異佳槌出亨毛馳与薪物■の鬢壁矧偵辱゛告書の安畦●を寮ねてぃま,.}

1.080.000円

2.050000円

'

博害者又1墳労学生の内専にの圏の記駐1:当た0てけ,喜園のr2 昆巨に0いてのご住意」剛,陀■獻("凱、)

1.580.000円

1'康棄凋の
扶臭親隻

1平五1.之以餐生)

所金額

9,0伽,000円

山川佳皐、身体倖害'3鳳身体倖害舎チ楓平盧2フキ斗打"日交村

点噐易ヤ轟器識加乳駕輩恕玉鶚鶚鶚凱卵晶徐、臂詳翠籍詮E
"".""",瑚"鳥"" N屯,'

退磯手幽辱晝有ゞる
屈偶者.挟壁凱薑

950.000円

4幼.0伽円

ι,"庁,1
圭弐

,,016歳未満の扶養親族(平22.1.2以後生)
年齢玲歳朱満(平成22年1月2日以1童生)の扶養親族について記載します。

一●控除対象外国外扶養親族
国内に住所を右しない16歳未満の扶養親族に該当する場合に0を付けます。
この場合、親族関係書類及び送金関係書類を令和8年3月16日までに住所
所在地の市区町村に提出Lなけれぱならむい場舗tあります。

,0退職手当等を有する配偶者・扶養親族
退職手当等(源泉徴収されるものに限ります。以下同じです。)の支払を受
ける配偶者(あなたと生計をーにする配偶者で、令ネn7年中の退職所得を
除いた合計所得金額の見積額が133万円以下であるものに限ります。)又ば
扶養親族について記載します。

島●非居住者で南る親族
退職手当等の支払を受ける配偶者力叫,居住者である場合にば、「非居住者で
ある翁芯J 捌の「配倒老」にチェックを付けます。
また、退職手当等の支払を受ける扶養親族が非居住者であり、その非居住
老の年盲劼'30歳米満又は70歳以上である場合には「非居住者である親族」
欄の捻0歳未満又は70歳以上」にチェックを付け、30歳以上70歳未満の場
合には、「留学」(留学により回内に住所及ぴ居所を有しなくな0た人)、「隙
害者」又は陰8万円以上の支払」(あなたから儒口7年中において生活費
又は敢育費に充てるための支払を駆万円以上受ける人)のうち該当するい
ずれかの項目にチェックを付けます。

所褐金額

山川ι鄭

蛤0'000円

480.000円

島@寡婦など
あ立たが寡婦、ひとり親、勤労学生に該当する場合にチェックを付けます。

島0障害者又は勤労学生の内容
左記の障害者又は勤労学生に該当する(人がいる)場合、その該当する
事実やその人の氏名を記載します。
(例)障害者の場合・・・障害の状態又は交付を受けている手帳なピの種類

と交付年月日、障害の程度(等級)などの障害者に該当する事実
を記載します。

950.000円

k,リ宿,'

480.000円
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この申告書に記載すべき事項が、前年に勤務先へ提出した「令和6年邪合与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項から異動が
ない堤合は、その記載すべき事項の記載に代えて、異勵がむい旨を記載した申告雪を提出することができます。この異動がない旨を記載した申
告書を「簡易む申告書」といいます。

勤務先の指示に基づき、簡易女申告書を提出することができる場合は、
をご確認ください。

この場合、親族関係書類、留学ビザ等誓類、送金関係書類及び部万円送金
霄類を令和8年3月16日までに住所所在地の市区町村に提出しなけれぱな
ら女い場合があります。

,@令和7年中の所得の見積額脹職所得を除く)
令和7年中の退職所得の金額を除いた合計所得金額の見饋額を記載します。

-0障害者区分
退職手当等の支払を受ける配偶者のうち同一生計配偶者(あなたと生計を
ーにする配偶者で、令ぎ口7年中の退職所得を除いた合計所得金頴の見積麺
が48万円以下である人をいいます。)又は扶養親族について、その配偶者
又ほ扶養親族が陸害者である場合は 1-制にチェックを付け、特別障害
者である場合は「特別」にチェッグを付けます。

,@寡婦又はひとり親
退聯所得を除くと令ネn7年中の合計所得金額の見請額が妃万円以下と女る
扶養親族を府することにより、あなたが寡婦又はひとり親に骸当する場合
に、チェックを付けます。
襲1 記載欄が足り之い場合は、適宜の様式に記載して、この申告書に添

付してください。
2 住民税では、扶養親族等の要件とされる所悍の金額には、退職所捍
の金額は含めないこどとされています。
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